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問合せ  役場環境課

　現在、「もやさなければならないごみ」は、黄色に黒
字の袋で回収をしています。従来の半透明に赤字の袋
では回収が出来ませんのでご注意ください。
　従来の指定袋は「プラスチック製容器包装」・「紙類」
の袋として代用が出来ます。また、草・枝を入れる袋、
おむつと書いておむつを入れる袋として使用できます。
　なお、10枚入り 1袋（未開封）と新指定袋 2枚を
交換しています。9月 30日までに役場環境課へお越
しください。

　町内4か所の集積所にご協力いただき、「もやさなければな
らないごみ」の袋の中身を調査したところ、「プラスチック製
容器包装」・「紙類」を始めとする資源物が約４割も入ってい
ることが分かりました。
　分別の徹底でごみの量を減らしましょう！

　生ごみは約8割が水分と言われています。
生ごみから水分をなくすだけで、ごみの減量につながります。
捨てる前に、水きりまたは乾燥させましょう。
　水切りグッズを用意していますので、興味のある人は役場
環境課へお越しください ( 先着順 )
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